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第１章 水道事業ビジョン策定の目的 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

第１章－１ 水道事業ビジョン策定の趣旨 

  

 平成２５年３月、国において「新水道ビジョン」が策定・公表されました。これは５０年、１００年

後の将来を見据えた水道の理想像を明示し、供給体制の持続性の確保（「持続」）、水道水の安

全の確保（「安全」）、確実な給水*の確保（「強靱」）の３つの観点から、その理想像を具現化する

ための取り組むべき事項、方策等を示したものです。 

これを受けて本市としましても、平成２７年度に「鳴門市水道事業ビジョン（平成２８年３月）」

（以下、「前水道ビジョン」という。）を策定し、本市が掲げる水道の理想像の実現に向け、「持続」

「安全」「強靭」「挑戦」の４つの観点から達成するべき目標を掲げ、平成２８年度から令和７年度

までの１０年間、各種施策を推進してきました。 

 この間、平成３０年の西日本豪雨や令和６年の能登半島地震などの大規模災害の発生により、

水道施設の耐震化の重要性が再認識され、また国においては、令和６年度に、水道事業の大き

な転換期となる水道行政の組織改編が約７０年ぶりに行われるなど、水道事業を取り巻く環境

は変化してきています。一方、本市水道事業を取り巻く経営環境におきましても、給水人口減

少等による料金収入の減少、施設の老朽化に伴う更新需要*の増大、専門人材の確保など、

様々な課題に直面し、依然として厳しい状況が続いております。 

生活に密着した水道事業を将来にわたり安定して持続していくためには、これら課題に適切

に対処しつつ経営基盤の強化に向けた取組を計画的に実施していくことが求められています。  

今回策定する「鳴門市水道事業ビジョン２０２６」（以下、「本水道ビジョン」という。）では、こ

れまで１０年間に実施した施策の評価を行うとともに現状の課題を抽出し、引き続き、将来を

見据えた水道の目指すべき理想像の実現に向けた目標の設定と推進する施策について示すも

のとします。 

 

第１章－２ 水道事業ビジョンの位置づけ 

 

 「本水道ビジョン」は、令和５年３月に改訂した「第七次鳴門市総合計画」を上位計画とし、厚生

労働省が策定した「新水道ビジョン」や、平成３１年３月に徳島県が策定した「徳島県水道ビジョン」

の内容と整合を図りながら、本市水道事業における基本的方針を定めた最上位の長期構想と 

して位置づけられるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

第七次 鳴門市総合計画 

鳴門市水道事業ビジョン 2026 

中長期的な各種推進施策 

新水道ビジョン ・ 徳島県水道ビジョン 
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第１章－３ 目標年度 

 
本水道ビジョンは、計画期間を令和８年度から令和１７年度とし、目標年度を計画期間最終

年度の令和１７年度とします。 

将来を見据えた水道の目指すべき理想像を実現するため、今後１０年間の目標を設定し、各

種施策に取り組むこととします。 

 
  
 
 

H28 H30  Ｒ４ R５  Ｒ８   R12   R17 

第六次 鳴門市総合計画 

（Ｈ２４～Ｒ４） 

        

目 

標 

年 

度 

        

鳴門市水道事業ビジョン 

（Ｈ２8～Ｒ７） 

      

      

            

            

新水道ビジョン（厚生労働省） 

＜持続＞ ＜安全＞ ＜強靭＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳴門市水道事業ビジョンと関連計画の目標年度 

  第七次 鳴門市総合計画（Ｒ５～Ｒ１２） 

   鳴門市水道事業ビジョン２０２６ 

  徳島県水道ビジョン（Ｈ３１～Ｒ１０） 
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第２章 本市水道事業の概要 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第２章－１ 本市水道事業の沿革 

 

本市は古くから良質な地下水に恵まれなかったことから、昭和４年に旧撫養町議会で上水

道の建設を可決し、昭和５年に事業認可を得て着工、昭和７年から撫養町一円における給水を

開始しました。その後、拡張事業により鳴門町、瀬戸町、里浦町、大津町に給水地域を拡大し、

第５期拡張事業では水源を深井戸から旧吉野川の表流水*とし、浄水方式を急速ろ過方式*に

切り替えました。 

昭和３６年には鳴門町鳴門公園地区へ給水するため、小鳴門海峡を海底横断する送水管*の

布設*（第６期拡張事業）、瀬戸町島田地区・北灘町への給水（第７期拡張事業）、昭和４４年には

合併した大麻町広域簡易水道*を鳴門市上水道に統合（第８期拡張事業）し、さらに昭和４５年

から昭和５２年までの８カ年で北島浄水場*の浄水施設の新設、市内配水管*の増強を完了（第９

期拡張事業）、昭和５９年から平成３年までは浄水施設の増量改善、配水池*の築造等を行いま

した（第１０期拡張事業）。第１０期までの拡張事業により、水道施設は現在とほぼ変わらない状

態まで整備されました。 

その後、将来的な水需要の増加に対応するため、吉野川水系水資源開発基本計画（フルプラ

ン）へ参画し、平成１４年には計画給水人口*を６６，４００人、１日最大水量を５６，８５０㎥とする

計画変更について厚生労働省より認可を受けています。 

平成２７年度には平草配水池を１，０００㎥から２，０００㎥に増強する改修工事を終えたほか、

国による護岸工事にあわせて浄水場取水塔*を改修し供用開始しました。 

平成２９年度には浄水場の老朽化や耐震性能で共通の課題を持っていた北島町と水道事業

の効率化を図る観点から、鳴門市浄水場と北島町浄水場の共同化の方向性について、双方が

合意したため「鳴門市・北島町の浄水場共同化に関する覚書」を締結しました。この覚書を契機

として、鳴門市・北島町浄水場共同化協議会を設置し、令和元年には「鳴門市・北島町共同浄水

場基本計画」を定め、この計画に基づき、令和８年度の鳴門市・北島町共同浄水場の供用開始

に向けて、取組を進めています。 
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○拡張事業の変遷 

事業名 
認可 

年月 

竣工 

年月 

計画給水 

人口(人) 

計画最大 

給水量(㎥) 

事業費 

(千円) 
概  要 

創 設 S 5. 8 S 7. 5 22,000 2,640 375 撫養町給水 

第１期 S23.11 S26. 9 29,500 3,540 39,856 
鳴門町高島三ツ石・瀬

戸町給水 

第２期 S25.11 S27. 5 33,000 6,270 17,164 
里浦町・鳴門町土佐泊

給水 

第３期 S27. 9 S34. 3 35,700 9,000 123,612 
水源増強、送配水施設

の拡充 

第４期 S33. 9 S34.12 40,000 9,000 17,690 
大津町･里浦町粟津給

水 

第５期 S34.12 S37.11 40,000 10,000 80,874 
水源及びろ過方式の

変更 

第６期 S36.12 S38. 8 40,000 10,000 36,372 
鳴門町鳴門公園地区

給水 

第７期 S39.12 S43. 3 53,000 20,000 508,498 

送配水施設の拡充、瀬

戸町島田地区・北灘町

櫛木粟田地区給水 

第８期 S44. 9 S44.10 67,000 22,250 32,580 
大麻町広域簡易水道

の統合 

第９期 S45. 3 S53. 3 70,000 42,000 3,704,946 

浄水場整備、送配水施

設の拡充、北灘町折野

大浦地区給水 

第１０期 S59. 5 H 4. 3 75,000 55,500 2,379,000 
浄水場･送配水施設の

拡充 

計画変更 H14. 3 － 66,400 56,850 － 
吉野川水系水資源開

発基本計画参画 

計画変更 H23. 2 H28. 3 66,400 56,850 97,792 浄水場取水塔更新 

計画変更 R４．３ R9.3 66,400 56,850  － 
浄水方法の変更（軽微

な変更届出） 
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第２章－２ 施設の概要 

 

本市の水道水は、旧吉野川の表流水を北島町高房の浄水場横で取水し、浄水場で浄水して

から３系統（木津系・大谷水系・平草水系）に分けて市内の各配水池に送水し、そこから各家庭

へ配水しています。 

このうち、木津系（中央水系・妙見山水系・中山水系）の配水量*構成率は 80.3％と、市内の

約８割を構成しており、浄水場から送られた水を木津中継ポンプ場で受け、そこから主たる配

水池（中央配水池・妙見山配水池・中山配水池）へ水を送るため、木津中継ポンプ場は、浄水場

に次いで重要な施設となっています。 

浄水場から各家庭までは、市内全域で約５６４㎞にわたる水道管を通って送水され、このう

ち 80.4％が耐震適合管*となっていますが、基幹管路は 38.8％となっています。 

 

○施設概略図 
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○水道施設（管路を除く）一覧 

施設種類 施設名 所在地 築年度 

取水・ 浄 水

施設 

取水塔 北島町高房 平成２７年度 

浄水場 北島町高房 昭和４６年度 

送水施設 木津中継ポンプ場 撫養町木津 昭和４１年度 

木津接合井* 撫養町木津 昭和４１年度 

配水施設 妙見山配水池 撫養町林崎 昭和４２年度 

中山配水池 瀬戸町明神 昭和４２年度 

平草配水池 大麻町板東 平成２７年度 

中央配水池 撫養町斎田 昭和４９年度 

鳴門公園配水池 鳴門町土佐泊浦 昭和３８年度 

島田島高区配水池 瀬戸町大島田 平成１１年度 

島田配水池 瀬戸町小島田 昭和４１年度 

北泊配水池 瀬戸町北泊 昭和４６年度 

葛城配水池 北灘町粟田 昭和４３年度 

粟田配水池 北灘町粟田 昭和４７年度 

折野配水池 北灘町折野 昭和４３年度 

平草高区配水池 大麻町桧 昭和４６年度 

大谷配水池 大麻町大谷 平成元年度 

ソフトノミックス配水池 撫養町木津 平成１３年度 

鳴門複合産業団地配水池 瀬戸町明神 平成１０年度 

桧配水池 大麻町桧 平成５年度 

四方見橋減圧水槽* 瀬戸町大島田 昭和５２年度、平成７年度 

福池ポンプ室 鳴門町土佐泊浦 昭和５９年度 

粟田ポンプ室 北灘町粟田 昭和４７年度 

折野ポンプ室 北灘町折野 昭和４３年度 

鳴門公園ポンプ室 鳴門町土佐泊浦 昭和５９年度 

下田第２ポンプ室 大麻町大谷 平成７年度 

下田第３ポンプ室 大麻町大谷 平成７年度 

大谷加圧ポンプ室 大麻町大谷 平成１０年度 

ソフトノミックスポンプ室 撫養町木津 平成１３年度 

鳴門複合産業団地ポンプ室 瀬戸町明神 平成１０年度 

平草ポンプ室 大麻町板東 平成２７年度 

桧ポンプ室 大麻町桧 平成６年度 

 

6



 
 

○水系別配水状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○管路状況（令和６年度）  

区分（※） 
総延長 

（m） 

耐震適合管 

延長（m） 

耐震適合率 

（％） 

経年管延長 

（m） 

経年化率 

（％） 

基幹管路 

導水管* ２１７ ２１７ １００．０ ６９ ３１．８ 

送水管 ３１，７２２ １１，８１１ ３７．２ １２，７８７ ４０．３ 

配水本管 ４８，５３２ １９，１７５ ３９．５ ２５，７９９ ５３．２ 

計 ８０，４７１ ３１，２０３ ３８．８ ３８，６５５ ４８．０ 

配水支管 ４８３，９０５ ４２２，７４９ ８７．４ ２３２，８３０ ４８．１ 

全管路 ５６４，３７６ ４５３，９５２ ８０．４ ２７１，４８４ ４８．１ 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水系名 配水量（㎥） 割合（％） 

木

津

系 

妙見山水系 1,436,908 15.9 

中山水系 1,457,580 16.2 

中央水系 4,351,768 48.2 

大谷水系 1,129,471 12.5 

平草水系 653,295 7.2 
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第２章－３ 人口と給水量 

 
行政区域内人口は、平成２７年の５９,６９４人から１０年後の令和６年には５２,８８９人と年々

減少傾向にあり、これに伴い給水区域*内人口も減少し、１０年間で約１１．５％の減少となって

います。 

 また、配水量・有収水量*ともに減少傾向であり、年間有収水量は１０年間で約６.６％の減少と

なっています。 

 

○行政区域内人口と給水区域内人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年間配水量と年間有収水量の推移 
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第２章－４ 水道料金 

 

水道料金は、水道水の用途に応じ、「一般用」「湯屋用*」「特殊用*」に区分し、使用水量の有無

に関わらず、水道メーターの口径に応じて水道使用者に負担してもらう「基本料金」と、使用水

量に応じて負担してもらう「従量料金」の「二部料金制」を採用しています。 

水道料金による収入は、令和元年は増加しています（平成３１年４月に、昭和５９年以来改定

していなかった水道料金の改定を行い、約２０％の増額改定を行っています。）が、有収水量の

減少に伴い減少傾向となっています。なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を活用した水道料金の減免措置を２か月間実施したことで、給水収益が大

幅に減少しています。  

 

○水道料金体系                               ［税抜額］ 

      
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

○給水収益の推移 

 

メーター口径（ｍｍ） 料金（円） 使用水量 料金（円/㎥）

13 280

20 300

25 300

40 1,920

50 3,120

75 8,400

100 16,200

150 43,800

湯屋用 1㎥につき 84

特殊用 1㎥につき 240

メーターの口径ごと

メーターの口径ごと

用途別
基本料金 従量料金

一般用

10㎥まで

10㎥を超え20㎥まで

20㎥を超え30㎥まで

30㎥を超え50㎥まで

50㎥を超えるもの

84

120

156

180

192
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第２章－5 職員の配置状況 

 
業務の一部を専門業者に委託するなど経営の合理化を推進し、職員数は令和６年度末時点

で２３人となっています。 

 
○職員の配置状況（各年度３月３１日時点）  

年度/ 

内訳 

損益勘定 

職   員* 

資本勘定 

職   員* 合 計 

（人） 正  規 再任用 

・嘱 託 

会計年度 

任   用 

正 規 再任用 

・嘱 託 主 事 技 師 技 師 

H27 8 １１ ４ - 4 １ 28 

H28 6 10 4 - 4 - 24 

H29 6 10 4 - 4 - 24 

H30 6 9 ５ - 4 - 2４ 

R1 6 8 5 - 4 - 23 

R2 7 8 1 ３ 4 - 2３ 

R3 6 9 1 3 4 - 23 

R4 6 9 1 3 4 - 23 

R5 6 9 - 4 4 - 23 

R6 6 9 - 4 4 - 23 
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第２章－6 経営状況 

  

水道事業では、すべての取引を収益的収支と資本的収支に区分しています。 

収益的収支は、毎年の営業活動に関わる収入と支出を表しており、資本的収支は、施設整備

等の投資事業に関わる収入と支出を表しています。 

 

（１） 収益的収支 

 

本市水道事業では、平成３１年４月に料金改定を実施し収益の向上を図るとともに、経

営の効率化や経費の削減に努めてきました。 

令和６年度決算の収益的収入は１３億５，４４６万円、収益的支出は１１億６，９９５万円で

あり、当年度の純利益は１億８，４５１万円となりました。 

この純利益は、令和３年３月に改訂した「経営戦略*（収支見通し）」を上回る値となって

います。 

 

    

 

（２） 資本的収支  

 

 令和６年度決算の資本的収入は４１億６５７万円、資本的支出は４６億２，２４０万円であ

り、５億１，５８３万円の不足額が生じました。 

資本的収支では、耐震化を主とした送・配水管の布設替工事や浄水場施設の更新事業

を進めているため、近年は収入と支出が増加しています。 

 ※ 各年度の不足額に対しては、損益勘定留保資金*等で補填 
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（３） 資金  

 

令和６年度決算では４億８，０２１万円増加し、４２億２４８万円の資金（預金）があります。

施設整備等の投資事業の財源とする企業債*の借入などにより、大きく増加しています。 
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第３章 水道事業の現状と課題 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第３章－１ 前水道ビジョンにおける取組の評価 

  

前水道ビジョンでは、「持続」「安全」「強靱」「挑戦」の観点から、計画期間中の目標を設定し、

各施策に取り組んできました。 

観点ごとに、これまでの取組を整理し、目標の達成度に応じた取組の評価を行います。 

目標が達成できていない項目については、引き続き取り組むこととします。 

 

主な実施施策の評価 

 

評価 「〇」：目標達成  「△」：おおむね目標達成  「×」：目標未達 

 

【持 続 ～経営基盤の強化と適正な料金水準の設定～】 

事業名 業務の外部委託による職員数の抑制 評価 〇 

事業概要 
「鳴門市スーパー改革プラン 2020」に基づく、定員管理・給与などの適正化に

取り組むとともに、再任用職員・嘱託職員数の抑制に取り組むことにしました。 

 

職員総数  H27： ２８人 ⇒ R6： 23 人（△５人） 

損益勘定職員（正規職員）   △４人 

資本勘定職員（再任用職員）  △１人 

 

職員給与費の比較 

H27： 160,463 千円 ⇒ R 元： 132,327 千円 ⇒ R６： 160,681 千円 

平成２７年度と比較し、令和元年度は、約３０，０００千円の費用削減となっていましたが、

近年の人件費上昇等により、令和６年度には平成２７年度と同水準となっています。 

 

事業名 隔月検針の導入 評価 〇 

事業概要 毎月検針の運用から、２か月に１度検針を行う隔月検針に運用を改めることにしました。 

 

検針員数 

H27： １３人 ⇒ H２８以降 ７人（△６人） 

 

費用削減の効果 

毎月検針と比較した場合、年間約１0，０００千円の検針費用の削減効果があります。 
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事業名 水道料金の改定 評価 〇 

事業概要 
水道料金を据え置いた場合、平成３０年度に純損失の発生、その後累積欠損

金*が発生する見通しとなったことから、料金改定に取り組むことにしました。 

 

水道料金（給水収益）の増加 

H３０： 10.59 億円 ⇒ R 元： 12.31 億円 

約 1.72 億円（税抜）の増収となりました。 

 

営業収支比率の改善 

H30： 99.55％ ⇒ R 元： 119.73％ 

 

事業名 広域連携の推進 評価 〇 

事業概要 近隣事業者と広域連携に係る取組を検討することにしました。 

 

共同浄水場の整備 

近隣自治体の北島町と共同して、浄水場を整備（鳴門市・北島町共同浄水場整備事業）しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安 全 ～水質の維持と市民の満足する水の提供～】 

事業名 水安全計画の推進 評価 〇 

事業概要 
安全な飲料水の供給のため水源から給水栓*に至る全ての段階で包括的な危

害評価と危害管理を行うことにしました。 

【取組の総括】 

水道料金の改定や経営の合理化などにより収益の向上と経費の削減に努めた 

結果、毎年度一定の純利益を計上しています。 

現時点では良好といえますが、給水人口減少等による給水収益の減少に加え、 

大規模な投資事業である共同浄水場に係る減価償却費や借入企業債の支払利息 

の増加などにより利益が減少に向かい、経営は厳しくなる見通しです。  
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平成２７年度に策定した水安全計画に基づいて、水質管理・監視方法を設定し、監視装置

の計画的な更新等を進めて、取水停止などのリスク回避に努め、安全な水の安定した供給

を達成しました。 

 

事業名 原水*水質の監視強化 評価 〇 

事業概要 
水質基準*を堅持するため水質適合率１００％を目指し、水質管理目標設定項目*

に係る目標値を設定し取り組むことにしました。 

 

水道法に基づく水質検査のほか、国や近隣事業体（徳島市、北島町など）との連携を図り、

原水水質の情報共有に努めることで、原水水質の監視体制を強化し、水道法に基づく水質

基準の適合率１００％を堅持するとともに、水質管理目標設定項目についても目標値をほぼ

達成しました。 

 

事業名 水道水質の適正な管理 評価 △ 

事業概要 
水道水質の管理上重要な事項（カビ臭・塩素臭・耐塩素性病原生物）への対策に

取り組むことにしました。 

 

カビ臭への対策 

関係市町と情報共有しながら、カビ臭原因物資を除去するため粉末活性炭*の注入設備の

適切な運用に努めました。一方、カビ臭の発生頻度は年々増加傾向にあり、おいしい水達成

率*の目標状況は、満足のいく結果とはなっていません。 

 

塩素臭への対策 

給水箇所における残留塩素濃度*の監視体制を強化し、浄水場では消毒剤のこまやかな注

入管理の調整を行うことで、おいしい水達成率の目標を概ね達成しました。 

 

耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム*等）への対策 

国の対策指針に基づいた検査体制に加え、浄水でも検査を実施するほか、北島町と共同

で水質管理を行うなど水質の監視体制の強化に努め、耐塩素性病原生物は浄水で検出され

ていません。 
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事業名 鉛製給水管*の解消 評価 〇 

事業概要 
人体に悪影響を及ぼす鉛製給水管について残存調査を実施し、平成３２年

度（令和２年度）までに撤去することにしました。 

 

令和元年度に完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【強 靭 ～着実な施設の更新・耐震化と応急給水・復旧体制の整備～】  

事業名 水道施設耐震化計画の策定 評価 〇 

事業概要 
水道施設の計画的な耐震化を推進するため、水道施設耐震化計画を策定する

ことにしました。 

 

平成２９年度に「鳴門市送配水施設耐震化計画」を策定しました。 

 

事業名 浄水場の更新 評価 〇 

事業概要 
水道施設の根幹となる浄水場の耐震化に向け、新しく施設を整備することにし

ました。（鳴門市・北島町共同浄水場整備事業） 

 

近隣自治体である北島町と共同して浄水場を整備しており、令和８年度に供用開始予定

です。 

 

事業名 配水池の耐震化 評価 × 

事業概要 

耐震性が確認されていない配水池について、主要なものから耐震診断を実施

し、耐震性がないことが判明した場合は、耐震化または更新工事を実施するこ

とにしました。 

【取組の総括】 

多くの事業で目標を達成していますが、「水道水質の適正な管理」のうち、カビ臭への

対策は、水源となる旧吉野川の水質状況に左右され対応が困難なところがあり、評価と

しては満足のいく結果にはなりませんでした。 

粉末活性炭の使用など有効な手立てについて検討を重ねます。 
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平成２８年度に中央配水池、中山配水池及び木津接合井で耐震診断を行い、補強や更新

が必要な結果となりましたが、これら施設の耐震化は未着手となっています。 

 

事業名 管路更新の推進 評価 〇 

事業概要 

老朽化した基幹管路や重要給水施設に接続する配水管を計画的に更新し、耐

震化に取り組むことにしました。また、残存する石綿セメント管*をすべて更新す

ることにしました。 

 

基幹管路の耐震化 

「水道管路緊急改善事業」（国の補助事業）を活用し、平草送水管、木津送水管などの更新

に取り組んでいます。 

 

重要給水施設への配水管の耐震化 

「緊急時給水拠点確保等事業」（国の補助事業）を活用し、重要給水施設に位置づけられる

鳴門教育大学・大津西小学校に接続する配水管の更新に取り組んでいます。 

 

石綿セメント管の更新 

石綿セメント管の更新は完了しました。 

 

事業名 応急給水・復旧体制の整備 評価 〇 

事業概要 
応急給水や復旧体制に関するマニュアルを整備するとともに、防災訓練を実施

することにしました。 

 

マニュアルの整備 

平成２８年度に「応急給水マニュアル」、令和２年度に「受援マニュアル」を策定しました。 

 

防災訓練の実施 

地区自主防災会などと連携し浄水場や配水池等で防災訓練を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

【取組の総括】 

浄水場・管路の更新や応急給水・復旧体制の整備については、着実に推進してきま 

した。一方、配水池の耐震化については、計画どおりの取組ができておらず、優先順 

位や財源の確保について検討し、早急に取り組みます。 
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【挑 戦 ～関係機関等との連携・調整と広報活動等の充実～】 

事業名 規制緩和等に向けた提言 評価 〇 

事業概要 国や県に対して改善に向けた提言を行うことにしました。 

 

改善に向けた提言 

国等に共同浄水場整備事業に活用できる交付金の要件が、緩和されるよう要望を行いま

した。 

また、既設管撤去に係る交付対象条件の見直しや給水車の整備に係る補助金制度の拡充

などについて、日本水道協会や市長会を通じた要望を行いました。 

 

事業名 近隣事業者等との連携 評価 〇 

事業概要 
業務の共同化や将来的な広域化、災害対策について、近隣事業者や他のライフ

ライン事業者と連携しながら、調査研究を行うことにしました。 

 

物品の共同調達 

令和４年度から県内６事業体（令和５年度から７事業体）と連携して、薬品（次亜塩素酸ナ

トリウム）の共同購入に取り組んでいます。 

 

勉強会の実施 

旧吉野川流域市町の水道担当者が年１回程度参集し、水道事業に関する事柄について情

報交換や意見交換を実施しています。 

 

事業名 他部局との連携 評価 〇 

事業概要 他部局と連携し、事業の効率化や魅力あるまちづくりを進めることにしました。 

 

一般会計との費用分担のあり方 

耐震化事業に要する経費など、一般会計が負担すべき経費*について、水道事業会計に出

資金を繰り入れています。 

また、令和２年度には、新型コロナウイルス感染症対策として一般会計からの繰入金*を財

源に水道料金を減免しました。 

 

地域の諸課題への取り組み支援 

要援護者の見守り活動に関する協定の締結や飲料水供給施設の管理協力を行っています。 
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事業名 広報活動等の充実 評価 〇 

事業概要 
イベントへの参加や分かりやすい情報提供に努め、市民の水道への理解を深め

ることにしました。 

 

「鳴門のまつり」に水道ブースを出展 

子供らを対象とした水鉄砲づくりを通じて、水道事業を身近に感じていただけるような

広報活動に取り組みました。 

 

浄水場見学 

WEB 見学コンテンツの作成、展示コーナー設置を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の総括】 

「挑戦」として掲げた各取組を推進し、一定の成果を得ることができました。 

今後も、事業環境の変化に対応していくため、「挑戦」をテーマに掲げ、新たな事業に

積極的に取り組みます。 

19



 
 

第３章－２ 現状分析と課題の抽出 

  

給水人口の減少に伴う料金収入の減少や老朽化に伴う更新・耐震化を要する施設の増加が

見込まれるなど、本市水道事業を取り巻く環境は、なお一層厳しさを増すことが予想されます。   

ここでは、本市水道事業の現状を改めて分析・整理するとともに、対応すべき課題を抽出し

ます。 

 

（１） 水需要予測 
 

① 人口の推計 

国立社会保障・人口問題研究所における日本の地域別将来推計人口の令和５（２０２

３）年推計によると、本市の人口は今後さらに減少し、令和３２年には約３万４千人にな

ると推計されています。 

行政区域内人口の減少は、給水区域内人口の減少にも繋がり、ひいては有収水量の

減少につながることとなります。 

有収水量が減少すれば、給水収益も減少することが見込まれ、今後、経営はさらに厳

しさを増していくもの考えられます。 

 

〇行政区域内人口の予測 

 

※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口 

※令和２年度は、令和３年３月３１日時点の住民基本台帳の人口 
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② 水需要の推計 

水需要の推計にあたっては、口径毎に時系列傾向分析*を用いて推計を行い、実績値

の適合度が高い傾向曲線を選ぶことを基本としました。 

その結果、今後も年間有収水量は緩やかに減少を続け、それに伴い給水収益は、令和

６年度の約１２億円から、目標年度の令和１７年度には約１１億円に減少し、５０年後の令

和５６年度には約９億円に減少すると予測しております。 

 

○年間有収水量と給水収益の予測 
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（２） 管路の老朽化   

 

市内に布設されている送水管・配水管は昭和４０年代から昭和６０年にかけて布設され

た管路が多く、布設後、法定耐用年数*の４０年を経過している経年管は、令和６年度末で

約４８％となっています。 

現在も管路の更新に努めていますが、今後も経年管の増加が見込まれることから、引

き続き管路の更新に取り組んでいく必要があります。 

 

○送配水管 布設年代別距離延長（千 m） 
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（３） 南海トラフ巨大地震による災害リスク 

 

令和６年１月に発生した能登半島地震は、最大震度７を記録した非常に大きな地震であ

り、国土交通省による被害状況の公表資料（令和７年１月）によれば、最大約１３万６千戸の

断水発生と甚大な被害が報告されています。 

本市においても、南海トラフ巨大地震により被災するリスクがあり、徳島県が示す「徳島

県南海トラフ巨大地震被害想定」（第一次：平成２５年７月３１日公表）では、市内の広範囲

において、震度６強の地震の発生が想定されており、水道施設の早急な耐震化をはじめ、

ハード・ソフト両面における防災力強化に取り組んでいく必要があります。 

 

〇徳島県による南海トラフ巨大地震被害想定 
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（４） 経営比較分析表を活用した現状分析  

 

経営比較分析表により、平成２８年度から令和６年度までの決算における経営の健全

性・効率性などについて、指標ごとに現状分析と評価を行い、課題を抽出します。 

なお、表中の類似団体の値は、総務省が以下の区分により、市町村を類型化したものの

平均値となります。 

 

類型 給水形態 現在給水人口規模 
団体数 

（令和５年度） 

A4 末端給水事業* ５万人以上１０万人未満 188 団体 

 

  ＜表の解説＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常収益 ／ 経常費用 × １００ 

水道料金収入や一般会計繰入金などの収

益で、施設の維持管理費や支払利息などの費

用をどの程度賄えているかを表す指標。 

100%以上となっていることが求められ

る。 

令和元年度（平成３１年４月）の料金改定によって水道料金収入が増加したことから、料金改定後の

比率は類似団体より高い水準となっています。しかし、人口減少等による水道料金収入の減少が見込

まれること、また物価高騰等による費用の増加も懸念され、今後、比率は下がっていくものと考えて

います。将来的には、料金改定などによる収入確保などの取組を検討する必要があります。 

指標図 

指標の説明 

指標の算出式 

現状分析等 
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経常収益／経常費用×１００ 

水道料金収入や一般会計繰入金*などの収

益で、施設の維持管理費や支払利息などの費

用をどの程度賄えているかを表す指標。 

100%以上となっていることが求められ

る。 

令和元年度（平成３１年４月）の料金改定によって水道料金収入が増加したことから、料金改定後の

比率は類似団体より高い水準となっています。しかし、人口減少等による水道料金収入の減少が見込

まれること、また物価高騰等による費用の増加も懸念され、今後、比率は下がっていくものと考えて

います。将来的には、料金改定などによる収入確保などの取組を検討する必要があります。 

 

当年度未処理欠損金／ 

（営業収益－受託工事収益*）×100 

営業収益に対する累積欠損金の状況を表

す指標。 

累積欠損金が発生していないことを示す

０％であることが求められる。 

本市では、累積欠損金は発生していません。水道料金収入の減少や大規模な投資事業に伴う減価

償却費*などの増加により純利益の減少が見込まれ、将来的には欠損金が発生するおそれがあります。 

  

流動資産／流動負債×100 

短期的な支払能力を表す指標。  

１年以内に支払わなければならない負債

は、１年以内に現金化する流動資産で賄うべ

きであるという考えに基づく比率。 

１００％以上であることが求められる。 

比率は 100％を超えているものの、近年は類似団体よりも下がっています。 

令和３年度から着手した鳴門市・北島町共同浄水場整備事業に係る事業費の支払が主な要因であ

り、本事業が完了すれば、比率は再び上昇すると見込まれます。 
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企業債現在高合計／給水収益×100 

給水収益に対する企業債残高の割合で、企

業債残高の規模を表す指標。 

明確な数値基準は示されていない。 

近年の比率の上昇は、令和３年から着手した鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の財源とする企業

債の増加が要因と考えます。企業債残高が増加することは、企業債利息や元金償還にあてる資金の増

加が経営を圧迫することにつながるため、水道施設更新の投資規模と比較して、水道の料金水準が適

正なのかなどの検討が必要となります。 

 

供給単価*／給水原価*×100 

給水に係る経費をどの程度給水収益で賄

えているかを表した指標。 

すべてを給水収益で賄えている 100％以

上であることが求められる。 

令和元年度（平成３１年４月）の料金改定によって水道料金収入が増加したことから、料金改定後の

回収率は類似団体より高い水準となっています。しかし、人口減少等による水道料金収入の減少が見

込まれること、また物価高騰等による費用の増加も懸念され、今後、回収率は下がっていくものと考

えています。 

 

（経常費用－（受託工事費*+材料及び不用品

売却原価*＋附帯事業費*）－長期前受金戻入*）

／年間有収水量 

有収水量１㎥当たりについて、どれだけの

経費がかかっているかを表す指標。 

明確な数値基準は示されていない。 

類似団体と比べると低い値となっています。有収水量や経常費用の経年の変化等を踏まえたうえ

で、今後の状況について将来推計を行い、管路等水道施設の更新時には、水需要を考慮したダウンサ

イジング*や維持管理の効率化などについて検討を行う必要があります。 
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１日平均配水量／１日配水能力×100 

１日に対応可能な配水能力に対する１日平

均配水量の割合で、施設の利用状況や適正規

模を判断する指標。 

明確な数値基準は示されていないが、一般

的には高い値であることが望まれる。 

類似団体と比べると利用率は低い水準で推移しており、水需要に対して施設能力が過大になって

きている傾向がみられます。 

施設更新時にはダウンサイジングやスペックダウン*の検討が必要となります。 

 

年間総有収水量／年間総配水量×100 

施設の稼働が収益につながっているかを

判断する指標。 

100％に近ければ近いほど施設の稼働状

況が収益に反映されているといえる。 

平成３０年度から漏水調査の強化に取り組んだことにより、令和元年度以降の有収率*は改善し、類

似団体と比べると高い水準で推移しています。 

老朽管更新や漏水調査を引き続き実施し、高い水準を維持する必要があります。 
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（５） 水道事業ガイドライン業務指標（PI）を活用した現状分析 

 

水道事業ガイドラインの業務指標（PI）とは、水道事業における施設の整備状況や経営

状況等を総合的に評価するもので、全国の水道事業体共通の指標として、公益社団法人

日本水道協会によって規格化されたものです。このガイドラインを活用し、「安全」「強靭」

「持続」の観点から課題をはかり取ることができる各業務指標の本市状況について、直近

５年間の値を算出することとします。 

各業務指標で示された値の経年変化に着目するとともに、比較の対象とする事業体

（類似体）の平均値も参考に事業活動を診断し、成果の分析と評価を行い、課題を抽出し

ます。なお、類似体は、公益財団法人水道技術研究センターの現状分析診断システムによ

り、次の条件で抽出しました。 

 

項 目 条  件 

現在給水人口 ５万人以上１０万人未満 

全職員数 １５人以上３０人未満 

主な水源種別 ダム直接・ダム放流* 

浄水受水率* ０％ 

有収水量密度* ０．００以上１．００未満 

        ※抽出された類似体 ５事業体（本市を含む） 

 

＜表の解説＞ 

 

 

望ましい方向 

高い方が望ましい   ↑  

低い方が望ましい   ↓  

どちらともいえない ⇔  

５年推移の傾向 

同水準で推移 → 

上昇傾向  ↗ 

下降傾向  ↘ 

残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数 

給水栓での残留塩素濃度の平均値で、残留塩

素の多少による水道水のおいしさを示す指標。 

水道法による残留塩素濃度の最低基準である

０．１㎎/L 以上を確保した上で、なるべく値が低く

なることが望まれる。 

本市は地形的要因等により管路延長が長く、残留塩素濃度の管理が難しいため、類似体に比べて、高い傾向

にあります。特に、夏季においては、基準の維持が困難な場合があり、今後も継続した監視に努めます。 
現状分析等 

指標の説明 

指標の算出式 指標図 

※類似体は令和４年度の平均値 
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① 【安全】の観点 

 

 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（→） 

残留塩素濃度合計／残留塩素測定回数 

給水栓での残留塩素濃度の平均値で、残留塩

素の多少による水道水のおいしさを示す指標。 

水道法による残留塩素濃度の最低基準である

０．１㎎/L 以上を確保した上で、なるべく値が低く

なることが望まれる。 

本市は地形的要因等により管路延長が長く、残留塩素濃度の管理が難しいため、類似体に比べて、高い傾向

にあります。特に、夏季においては、基準の維持が困難な場合があり、今後も継続した監視に努めます。 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（→） 

（最大カビ臭物質濃度*／水質基準値）×100 

給水栓におけるカビ臭物質濃度の最大値の水

道水質基準値に対する割合を表す指標。 

値が低いほどカビ臭の少ない水であるといえ

る。 

水源となる旧吉野川でカビ臭物質の発生頻度が増加し、渇水に起因する場合は影響が長期化する傾向にあ

ることから、類似体と比較すると高い値となっています。 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（↗） 

max(Σ給水栓の当該消毒副生成物濃度の最大値 

／給水栓数)／水質基準値）×100 

水源水質や浄水・配水システムの特性から消毒

副生成物濃度が高くなる配水系統において着目

すべき指標。 

対象となる消毒副生成物は、消毒により生成さ

れる物質で、発生濃度は、原水水質、水温等により

変化する。値は低いほうが良い。 

類似体より値が高くなっていますが、本市の地形的要因等により管路延長が長いことが要因となっている

と考えられます。近年、値が上昇している傾向にあることから、消毒剤の細やかな注入管理や追加注入箇所の

見直し等による値の抑制が必要です。 
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② 【強靭】の観点 

 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（→） 

年間水源水質事故件数 

１年間における水源の水質事故件数を表す。値

は低いほうが良い。 

水源水質事故が生じた場合には、大規模な取水

制限や断水を引き起こすおそれがある。 

水源の水質事故は発生しておらず、水道水の安定した供給ができています。 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（↘） 

（年間漏水量／年間配水量）×100 

配水量に対する漏水量の割合を示しており、事

業効率を表す指標。 

値は低いほうが良い。 

定期的な漏水調査を実施し、早期の漏水発見に努めています。 

値は下降傾向で、類似体より低い値となっています。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（→） 

配水池貯留能力 

一日平均配水量の何日分が配水池などで貯

留可能であるかを表す指標。 

需要と供給の調整及び突発事故に備え、０．５

日分以上は必要とされている。 

値が高ければ、非常時における配水調整能力

や応急給水能力が高いといえる。 

おおむね１日分以上を確保している状況であり良好といえます。 
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望ましい方向（⇔）  ５年推移の傾向（→） 

（一日平均配水量×1,000）／現在給水人口 

給水人口一人当たりの配水量を示すもので、

家庭用以外の水利用の多少を表す指標。 

家庭用より水の使用量が多い事業者が占め

る割合が高いほど、値が高くなる傾向にある。 

類似体と比べると値は高くなっており、これは大口使用者等による水の使用量が多いことから、このような

傾向となっているものと考えられます。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（↗） 

（配水池有効容量*×1／2+緊急貯水槽*容量） 

×1,000／現在給水人口 

災害時に確保されている給水人口一人当た

りの飲料水量を示し、水道事業体の災害対応度

を表す指標。この指標は、貯留量を表すもので、

必ずしも利用可能量ではない。 

類似体と比べると、低い値となっています。 

値は増加傾向にありますが、これは給水人口の減少によるものと考えられます。 

災害対応度を高めるためには、この指標だけではなく、応急給水設備、給水車、ポリタンクなどの整備も一

体で考える必要があります。 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（↘） 

給水管の事故件数／（給水件数／1,000） 

配水管分岐から水道メーターまでの給水管の

健全性を示す指標。 

給水管の（水道メーター上流側）の年間事故件

数を、給水件数１，０００件あたりで示す。 

類似体と比べると、高い値となっています。 

給水管の事故件数の減少に向けて、配水管の更新に合わせた給水管の更新などの取組を引き続き実施して

いく必要があります。 
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望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（→） 

（法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備など

の合計数／機械・電気・計装設備などの合計数）×100 

水道施設に設置されている機械・電気・計装設

備の機器合計数に対する法定耐用年数を超えて

いる機器数の割合を示すもので、機器の老朽化

度、更新の取組状況を表す指標。この指標は、水

道設備の使用の可否を示すものではない。 

類似体と比べると、低い値となっています。浄水場に設置されている機械・電気・計装設備は、令和８年度に

供用開始予定の共同浄水場の整備にあわせ更新されるため、さらに値が改善される見込みです。 

浄水場以外の水道施設に設置されている設備については、施設の更新に合わせた整備に努めます。 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（↗） 

（法定耐用年数を超えている管路延長 

／管路延長）×100 

管路の延長に対する法定耐用年数を超えてい

る管路の割合を示すもので、管路の老朽化度、更

新の取組状況を表す指標。 

高度経済成長期に整備した多くの管路が法定耐用年数を迎えているなか、現在、多額の事業費を要する基

幹管路の耐震化を優先しているため、全体として値は増加傾向にあります。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（↘） 

（更新された管路延長／前年度末 

における管路延長）×100 

管路の総延長に対する更新された管路延長の

割合を示すもので、管路更新の執行度合いを表

す指標。 

現在は、比較的大口径かつ多額の事業費を要する基幹管路を中心に更新しており、値は低い状況となって

います。 
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望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（→） 

（耐震対策の施された浄水施設能力 

／全浄水場施設能力）×100 

浄水施設の耐震化の進捗状況を表し、地震災害

に対する浄水処理機能の信頼性・安全性を表す指

標。 

現在、鳴門市・北島町共同浄水場整備事業に着手しており、令和８年度に供用開始を予定しています。 

供用開始後は、浄水施設の耐震化は確保されます。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（→） 

（耐震対策の施された配水池有効容量 

／配水池有効容量）×100 

水道事業体の全配水池容量に対する耐震対策

の施された配水池の容量の割合を示すもので、震

災時における配水池の信頼性・安全性を表す指

標。 

配水池の耐震化率は、類似体より低くなっており、施設の更新・耐震化整備の推進が求められる状況となっ

ています。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（↗） 

（耐震管延長／管路延長）×100 

導水管・送水管・配水管すべての管路の延長に

対する耐震管の延長の割合を示すもので、震災時

における水道管路網の安全性・信頼性を表す指

標。 

近年、継続して管路の耐震化に努めており、値は上昇傾向にあります。 
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③ 【持続】の観点 

 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（↗） 

（基幹管路のうち耐震管延長／ 

基幹管路延長）×100 

基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割合

を示し、震災時における基幹管路の安全性・信頼

性を表す指標。 

近年、継続して基幹管路の耐震化に努めており、値は上昇傾向にあります。 

 

望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（→） 

電力使用量の合計／年間配水量 

配水量１㎥当たりの電力使用量を示すもので、

省エネルギー対策への取組度合いを表す指標。 

類似体より高い値となっていますが、本市は配水池などの水道施設が多く、配水に係る使用エネルギーが多

くなっていることが要因と考えられます。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（↘） 

（（資本金*+剰余金*+評価差額等*+繰延収益*） 

／負債・資本*合計）×100 

総資本（負債及び資本）に対する自己資本の割

合を示しており、財務の健全性を表す指標。 

事業経営の長期的安定化を図るためには、自己

資本の造成が必要であり、値は高いほうが良い。 

一般的に水道事業体は、施設の建設費の多くの部分を企業債（負債）によって調達していることから、この指

標は低くなる場合があります。 

本市の場合、鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の事業費にあてる企業債の増加により、近年は値が低くな

っています。 
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望ましい方向（↓）  ５年推移の傾向（↘） 

（建設改良のための企業債償還元金／ 

（当年度減価償却費－長期前受金戻入））×100 

当年度減価償却費に対する企業債償還元金の

割合を示すもので、投下資本の回収と再投資との

間のバランスを見る指標。 

この指標が１００％を超えると、投資の健全性は

損なわれることになる。 

比率は、類似体と比較して低く、近年は下降傾向で推移しています。 

今後、鳴門市・北島町共同浄水場整備事業の事業費にあてた企業債元金の償還と取得した浄水場資産の減

価償却費の大幅な増加が見込まれることから、比率の変動に注視が必要です。 

 

望ましい方向（⇔）  ５年推移の傾向（↘） 

年間総有収水量／損益勘定所属職員数 

１年間における損益勘定職員一人当たりの有

収水量を示すもので、水道サービスの効率性を表

す指標。 

事業効率の観点では、値は高いほうが良い。 

一方、人材確保の観点では、値は低いほうが良

い。 

近年は、年間の有収水量が減少していることから、値が下降傾向となっています。 

事業の効率化に向けた取組と人材の確保に向けた取組とのバランスをみる必要があります。 

 

望ましい方向（↑）  ５年推移の傾向（→） 

職員の水道業務経験年数／全職員数 

全職員の水道業務平均経験年数を示すもの

で、人的資源としての専門技術の蓄積度合いを表

す指標。 

この値が高いほうが、職員の水道事業に関する

専門性が高いと考えられる。 

近年は、ほぼ一定の値で推移しており、類似体より低くなっています。 

職員の高齢化や減少が見込まれるなか、技術力向上に向けた取組が必要となります。 
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（6） 課題のまとめ 

 

 現状分析により抽出した課題等を次のとおりまとめることとします。 

 

観点 業務指標（PI）等の分析による課題等 

 
安 

全
  

課題 

１． 適切な水質管理の継続 

２． 水道水の安定供給 

考察等 

〇A102「最大カビ臭物質濃度水質基準比率」は、水源水質の影響を強く受けま 

す。近年は、水源である旧吉野川で、渇水によるカビ臭物質の発生頻度が高まる傾 

向です。粉末活性炭を適切に注入し、カビ臭の原因となる物資を除去することで、 

比率の減少に努めます。 

 

〇A108「消毒副生成物濃度水質基準比率」は、塩素濃度の影響を受けることか

ら、比率の軽減には、塩素注入濃度のコントロールが必要となります。水道水中の

残留塩素は、水道水の安全性を確保するために、給水区域の末端において０．１㎎

/L 以上の濃度維持が求められていることから、末端の地域においても基準濃度が

保たれるよう送配水の行程途中で塩素注入地点を設け、平準化に努めています。

引き続き、継続して塩素注入濃度の監視に努めます。 

 

〇A301「水源の水質事故件数」は 0 件ですが、水質事故が発生すると大規模な断

水が生じ甚大な影響が生じるおそれがあることから、水質基準を堅持するととも

に、水源汚染リスクへの対応強化に向けた取組に努めます。 

 

〇B110「漏水率」は、現状、比較的低い値で推移しています。大規模な漏水が発生

した場合には、浄水の喪失やエネルギー損失だけでなく、道路陥没などの事故につ

ながるおそれもあり、また長期にわたる広範囲な断水が生じることで、市民生活に

多大な影響をおよぼすことになります。水道水の安定供給の観点から、継続的な管

路の適切な維持管理が求められています。 
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観点 業務指標（PI）等の分析による課題等 

 
強 

靭
  

課題 

1. 基幹管路及び配水池の老朽化及び耐震化対策 

2. 重要給水施設へのライフラインの確保 

考察等 

〇B605「管路の耐震化率」、B606「基幹管路の耐震化率」は、類似体と比較して 

は高い状況となっていますが、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されており、引き続

き、基幹管路や重要給水施設へのライフラインの確保など優先度の高い管路の更新

に努める必要があると考えています。 

 

〇B５０３「法定耐用年数超過管路率」、B６０４「配水池の耐震化率」は、５年間の値の

傾向及び類似体の値からみると、管路等送・配水施設の老朽化及び耐震化対策に対

する取組の強化が求められる状況です。これらの施設更新には多額の事業費が必要

であり、優先度及び施設規模の見直し、財源等を考慮したバランスの取れた計画に基

づく事業の実施が必要であると考えています。 

 
持 

続
  

課題 

1. 健全経営の継続と将来を見据えた財源確保 

2. 水道料金の適正化 

3. 技術基盤の強化 

考察等 

〇経営比較分析表「①経常収支比率」、「②累積欠損金比率」、「⑤料金回収率」で示す

とおり、現状、水道事業の経営は健全といえますが、水道施設の更新等に多額の財源

が必要となること、給水人口減少等による料金収入の減少が見込まれることから、料

金改定による水道料金収入の増加を図るなど、財源確保に向けた取組が必要です。 

 

〇「④企業債残高対給水収益比率」が示すとおり、給水収益に対する企業債残高の割

合が上昇しています。元金の返済や利息の支払が増加し、将来的に経営を圧迫するお

それがあるため、水道料金の適正化について検討が必要です。 

 

〇C２０５「水道業務平均経験年数」では、類似体に比べ低い値となっています。水道

事業に精通した職員の不足は、水道施設の適切な維持管理などに支障をきたし、利

用者サービスの低下につながるおそれがあります。将来にわたりサービスの低下を損

なわず、安定的に水道事業を運営していくため、民間活力を含めた技術力の確保が

必要と考えています。 
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第４章 理想像と目標の設定 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第４章－1 理想像  

 

本水道ビジョンでは、前水道ビジョンの理想像を踏襲しながら、基本理念として新たに 

『安心で安全な水道水の供給を継続する水道』を定め、４つの観点から、目指すべき理想像を

次のとおり示します。  

 

持続：いつまでも使える水道 

    健全な経営活動により安定した経営が行われ、利用者満足度が高いサービスが提供され

ている水道 

安全：信頼されるおいしい水道 

    施設の適切な維持管理による安定供給ができており、水道法に基づく水質基準を満たし、

水源から給水栓まで水質汚染リスクが存在しない水道 

強靱：災害に負けない水道 

    すべての施設の耐震化が完了しており、災害時や非常時に速やかな応急給水・復旧作業

を行うことができる水道 

挑戦：進化する新たな水道 

    社会環境の変化などにも対応し、新技術の活用を図るなど、積極的に新たな取組に挑戦

し、水道事業の運営が最適化された水道 

 

【目指すべき理想像（イメージ図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心で安全な水道水の供給を継続する水道 

【挑 戦】 
 

～進化する新たな水道～ 
 

・ 新技術等の活用による事業環境の最適化 
 

【持 続】 
 

～いつまでも使える水道～ 
 

・ 安定した経営状態 
・ 利用者満足の向上 

【強 靭】 
 

～災害に負けない水道～ 
 

・ 施設の耐震化 
・ 応急給水・復旧体制の確立 

【安 全】 
 

～信頼されるおいしい水道～ 
 

・ 水道水の安定供給 
・ 水質管理の強化 
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第４章－２ 目標設定と実施施策 

 

本水道ビジョンで示した理想像の実現を目指すため、抽出した課題を踏まえ、計画期間内に

取り組むべき施策目標とその目標の達成に向けた具体的施策を、次のとおり定め推進するこ

とにします。 

 

施策目標 具体的施策 

持 
 

続 

（１） 経営の健全化 

 

 

 

(２) 技術基盤の強化 

（３） 利用者サービスの充実 

 

（１）-1 業務効率化の推進 

(1)-2 アセットマネジメント*の活用 

（１）-３ 水道料金の検証と見直し 

（１）-4 近隣水道事業体等との連携・広域化の推進 

(２)-1 人材の確保と技術力の継承 

（３）-1 利便性の向上 

(３)-2 広報・広聴活動の推進 

安 
 

全 

（１）水道水の安定供給 

 

（２）水質管理の強化 

 

 

（1）-１ 浄水場等の適切な維持管理 

（1）-2 管路の維持管理の強化 

（2）-1 水質基準の堅持 

（２）-2 水質汚染リスクへの対応強化 

（２）-３ 水質管理体制の拡充 

強 
 

靭 

(1) 老朽化施設の更新と耐震化 

 

 

 

(2) 応急給水・復旧体制の強化 

 

 

 

（１）-１ 鳴門市送配水施設耐震化計画の見直し 

（1）-2 配水池等の耐震化の推進 

（１）-3 基幹管路や重要度・優先度の高い配水管の

耐震化の推進 

（２）-1 応急給水訓練の実施 

（２）-２ 応急給水拠点の整備 

（２）-3 広域的な支援を念頭に置いた給水・復旧体

制の仕組みづくり 

挑 
 

戦 

 

（１） 新たな取組による事業改善 

 

 

（１）-１ 環境に配慮した省エネルギー対策の推進 

（1）-２ IoT*技術の積極的な活用 
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第４章－３ ＳＤＧｓを踏まえた施策の展開 

 

ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）とは、地球上の「誰一人取り残さない」社

会の実現をめざし、平成２７（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの２０３０アジェンダ」に記載された平成２８（2016）年から令和１２（2030）年までの国際

目標です。 

本水道ビジョンで掲げた基本理念に基づく各施策は、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」と関

わりがあり、将来にわたり、安心で安全な水を継続して供給できるよう、ＳＤＧｓの視点も踏ま

えながら、各施策の着実な推進を図ります。 
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第５章 施策目標と具体的施策 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第５章－１ 「持続」の観点から実施する取組 

 

（１） 経営の健全化 

 

①  業務効率化の推進 

検針業務・収納業務のほか資材管理業務や給水装置管理業務など、水道料金徴収等 

業務として包括的に委託するなど民間活力を活用し、業務の効率化を図り経費の削減

に努めてきました。 

これからも民間活力を有効に活用するとともに、多様な官民連携についても調査・研

究を行い、引き続き効率的な事業運営を図り、経費の抑制に努めます。 

 

 

 

 

②  アセットマネジメントの活用 

水需要の減少や施設の更新費用を考慮すると財政状況の悪化が懸念されます。 

このため施設更新については、施設の適正化及び統廃合など、中長期的に収支バラ

ンスの取れた投資を基本とし、計画的な更新と安定した財源の確保・費用の抑制などに 

努め、財政基盤の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

③  水道料金の検証と見直し 

水道事業は、「独立採算制の原則」の考え方に基づき、事業運営に必要な費用は、水

道料金で賄うことが基本となります。このため、水道料金は定期的な検証により、適正

な水準に設定する必要があります。 

本水道ビジョンにおいて、業務効率化の推進など継続的な経営努力に努めることと

していますが、水道料金の見直しが生じる場合においては、さらなる費用の削減や投資

の見直しなどの検討も行い、低廉な水道水となるよう見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

○ 外部委託の見直しや拡充 

【具体的取組】 

〇 投資・財政計画の策定とフォローアップ 

〇 国（県）補助金等の積極的な活用 

【具体的取組】 

○ 定期的な水道料金の検証 
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④  近隣水道事業体等との連携・広域化の推進 

国においても広域連携が推進されるなか、これまで鳴門市・北島町共同浄水場の整

備や薬品の共同購入、近隣事業体との勉強会の開催、徳島県が開催する水道広域連携

検討会への参加など、様々な取組を推進してきました。 

今後においても、これまで取り組んできた事業を継続して実施するとともに、近隣水

道事業体との水質検査の実施など、新たな取組にも着手し、さらなる広域化の推進に

努めます。 

 

 

 

 

 

    【経営の健全化における指標】 

指標 単位 Ｒ６年度 目標 

料金回収率 ％ 115.38 100 以上 

 

（２） 技術基盤の強化 

 

①  人材の確保と技術力の継承 

水道事業は、施設の維持管理や修繕等で水道事業専門の知識や技術力が必要である

ことから、水道に関する技術力の確保が求められています。 

技術力の確保に向けては、研修等の積極的な活用により、個々の職員の技能向上を

図りながら、外部委託の拡充など、民間活力もあわせて活用することで、組織全体の人

材の確保や技術力の継承を行い、水道事業全体の技術基盤の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

【技術基盤の強化における指標】 

指標 単位 Ｒ６年度 目標 

講習会等への参加延人数 人/年 １０ １８以上 

 

 

 

【具体的取組】 

〇 （公社）日本水道協会等が開催する講習会・研修会への参加促進 

〇 外部委託の業務範囲の拡大に向けた検討 

〇 官民連携に関する研究 

【具体的取組】 

○ 水質検査の共同化 

〇 近隣水道事業体等との勉強会 
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（３） 利用者サービスの充実 

 

①  利便性の向上 

これまで、閉栓手続のオンライン化や問い合わせフォームの構築、申請様式の押印 

廃止など、利用者の負担軽減や利便性向上に向けた取組を進めてきました。 

今後においても、デジタル技術の活用などにより、利用者の負担軽減や利便性向上

につながる取組に努めます。 

 

 

 

 

 

②  広報・広聴活動の推進 

市公式ウェブサイトにおいて、分かりやすくタイムリーな情報発信を行うとともに、広

報なるとやイベントブースなどで、水道事業の施策や災害への備えなどの情報発信に努

め、水道事業に対する理解と関心を深めていただくような取組を推進します。 

また、情報発信だけでなく、利用者の意見を広く聞きとり、サービスの改善を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

【利用者サービスの充実における指標】 

指標 単位 Ｒ６年度 目標 

イベントブース等での情報発信回数 回/年 １ ２以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

〇 申請手続等のオンライン化の推進 

〇 キャッシュレス決済の導入検討 

【具体的取組】 

〇 市公式ウェブサイトの充実やＳＮＳの活用 

〇 イベントブース等での情報発信 

〇 アンケート調査 
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第５章－２ 「安全」の観点から実施する取組  

 

（１） 水道水の安定供給 

 

①  浄水場等の適切な維持管理 

令和８年度から供用開始を予定している鳴門市・北島町共同浄水場は、耐震性を有す

る一方、配水池やポンプ室の多くは老朽化が進んでいます。このため、日常点検や定期

点検を実施し、施設の異常の早期発見に努め、大規模断水等の未然防止に努めていま

す。 

こうしたなか、平成３０年度の水道法改正で、水道事業者は水道施設を良好な状態に

保つため、その維持・修繕を行わなければならないことが規定されました。さらに、令和

６年度には「水道分野における情報セキュリティ確保に係る安全ガイドライン」が制定さ

れるなど、日常から適切な維持管理に努め、施設の長寿命化等が求められています。 

このため、国のガイドラインに基づき維持修繕を計画的に行い、水道施設台帳の活用、

情報セキュリティ対策の強化を行います。 

 

 

 

 

 

 

②  管路の維持管理の強化 

本市の管路延長は約５６４ｋｍと非常に長く、老朽化した管路も多いため、漏水リスク

が高くなっています。今後はさらに、管路の適正管理に努め、損傷や劣化が進行する前

に対策を行う「予防保全型」の維持管理を図り、老朽化等に起因する漏水事故などの防

止に努めます。 

 

 

 

         

 

【水道水の安定供給における指標】 

指標 単位 R６年度 目標 

有収率 ％ 89.74 90 以上 

 

 

【具体的取組】 

○ 国のガイドラインに基づく浄水場等の適切な維持管理 

○ 水道施設台帳を活用した効率的な維持・修繕の実施 

○ 浄水場等における情報セキュリティ対策の強化 

【具体的取組】 

○ 漏水調査の継続と漏水の早期発見・早期修繕 

○ 水管橋や露出鋼管等の更新や長寿命化など計画的な維持管理 
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（２） 水質管理の強化 

 

①  水質基準の堅持 

安全な水を供給するためには、水道法で定められている水質基準を堅持し、適切に

水質管理を行う必要があることから、毎年、水質検査計画を策定し、当該計画に基づい

た水質管理を行うとともに、令和８年度から供用が開始される鳴門市・北島町共同浄水

場においては、北島町と協力して適切な運転管理を行うことで、安全な水の供給を図り

ます。 

 

 

 

 

 

②  水源汚染リスクへの対応強化 

本市の水源は、吉野川水系旧吉野川の表流水であり、自然条件の変化の影響を受け

やすい状況にあります。そのようななか、著しい気候の変化や新たな観点から水質基準

が改定されるなど、水質管理における環境は年々厳しくなっています。さらに、近年は、

有機フッ素化合物（PFAS）などによる新たな水源汚染リスクの対応も求められていま

す。 

このため、原水水質監視体制の強化を図り、水安全計画に基づく水質管理を徹底し、

有機フッ素化合物の対応を行います。 

    

 

 

 

 

 

③  水質管理体制の拡充 

水道水中の残留塩素濃度は、水道法などにより 0.1mg/L 以上保持するように定め

られています。塩素は揮発性があり、浄水場から給水までの間に濃度が下がるため、適

切な維持管理が必要です。 

残留塩素濃度は、末端の給水栓で濃度管理を行うとともに、一部の配水区域では、残

留塩素濃度の自動測定装置による水質監視を実施し、適切な水質管理に努めていると

ころです。 

今後、さらに管理の精度を高めるため、自動測定装置の拡充を図るなど、水質管理体

制の拡充に努めます。 

【具体的取組】 

○ 関係機関との連携による原水水質監視の強化 

○ 水安全計画に基づく水質管理の徹底 

○ 有機フッ素化合物への対応 

【具体的取組】 

○ 水質検査計画の着実な実行 

○ 浄水処理工程における適切な水質管理の実施 
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【水質管理の強化における指標】 

指標 単位 R６年度 目標 

水質基準適合率 ％ １００ １００ 

平均残留塩素濃度 mg/L 0.5 0.4 以下※ 

※濃度が高くなると、水にカルキ臭を与え、水の味を損なうことから、おいしい水を目

指すため、0.1mg/L 以上０．４mg/L 以下を目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

○ 残留塩素濃度の管理強化 
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第５章－３ 「強靭」の観点から実施する取組 

 

（1） 老朽化施設の更新と耐震化 

 

①  鳴門市送配水施設耐震化計画の見直し 

 送配水施設の更新や耐震化等を効率的・効果的に推進するため、平成２９年度に策定

した「鳴門市送配水施設耐震化計画」は、令和９年度に計画目標年度を迎えることから、

改めて送配水施設における課題を抽出し、計画の見直しを行います。 

 

 

②  配水池等の耐震化の推進 

      「鳴門市送配水施設耐震化計画」に基づき耐震化を進めるなか、主要な配水池（木津

接合井・中央・中山・妙見山）について耐震診断を実施しています。 

      大規模災害が発生した場合においても「いのちの水」を継続して供給できるよう、診 

断結果に基づき主要な配水池の耐震化を図るとともに、その他の配水池等についても

優先順位を考慮しながら耐震化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

③  基幹管路や重要度・優先度の高い配水管の耐震化の推進  

前水道ビジョンにおいて、基幹管路の耐震化の推進を掲げて取組を進めたことによ 

り、基幹管路の耐震化率は、１０年間で約１９％増加しています。 

今後も継続して「鳴門市送配水施設耐震化計画」に基づき、基幹管路の耐震化や老朽

管・脆弱管（鋳鉄管、塩化ビニル管、鋼管等）の更新を計画的に進め、年１．５％程度の管

路の更新率を目指します。 

また、前水道ビジョン期間中も推進していた木津送水管の更新も継続して取り組みま 

す。 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

〇 「鳴門市送配水施設耐震化計画」の改定 

【具体的取組】 

〇 木津中継ポンプ場（木津接合井含む）の更新 

○ 優先度の高い配水池・ポンプ室の更新に向けた基本計画の策定 

【具体的取組】 

〇 木津送水管など基幹管路の更新 

〇 避難所や防災拠点などの重要施設に接続する配水管の耐震化 

〇 老朽化した脆弱管の計画的な更新 
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  【老朽化施設の更新と耐震化における指標】 

指標 単位 Ｒ６年度 目標 

配水池の耐震化率 ％ 24.9 36.5 以上 

基幹管路の耐震化率 ％ 38.80 5３.80 以上 

 

（2） 応急給水・復旧体制の強化 

 

①  応急給水訓練の実施 

大規模災害が発生した際には、広範囲にわたる断水が想定されるとともに、水道施

設だけでなく、職員や庁舎等も被災することが想定されます。 

そのような状況下においても、迅速な応急給水活動が行えるよう、平常時から、近隣

事業体や地域団体、水道工事業者等と連携を図りながら応急給水訓練を実施します。 

 

 

 

 

 

②  応急給水拠点の整備 

現在、災害発生時の大規模断水の備え、広域避難所に指定されている「鳴門・大塚ス

ポーツパーク」と「うずしおふれあい公園」に飲料水兼用耐震性貯水槽*を、また「大谷配

水池」や「平草配水池」には、緊急遮断弁*を整備し、飲料水の確保に努めています。 

応急給水拠点においては、被災時に効果的な給水活動を行えるよう、資機材や設備

の充実を図ることにより、さらなる給水体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

③  広域的な支援を念頭に置いた給水・復旧体制の仕組みづくり 

大規模災害時においては、本市単独での応急給水・応急復旧は困難となり、他の事業 

体等との連携や支援が必要となることが想定されます。 

平常時より、他の事業体等との連携を図り、有事の際には、円滑に応急給水・応急復

旧が行えるよう受援体制の整備に取り組みます。 

【具体的取組】 

〇 自主防災会や水道事業者等と共同した応急給水訓練の実施 

○ 災害対応力の向上を目指した職員研修や訓練の実施 

【具体的取組】 

〇 設置型組立式タンクや緊急用給水栓*、給水袋等応急給水用資機材の整備 

〇 応急給水拠点での円滑な運営に向けた体制の構築 
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【応急給水・復旧体制の強化における指標】 

指標 単位 Ｒ６年度 目標 

災害対策訓練実施回数 回/年 １ ２以上 

給水袋の保有数 枚 3,800 10,000 以上 

受援マニュアルの見直し - - 令和１２年度までに改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

〇 関係団体等との災害応援協定の締結 

○ 「鳴門市水道事業受援マニュアル」の見直し 

〇 施設台帳情報の共有化 
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第５章－４ 「挑戦」の観点から実施する取組  

 

（1） 新たな取組による事業改善 

 

①  環境に配慮した省エネルギー対策の推進 

水道事業は多くの電力を使用することから、効率の優れた機器を採用し、環境に配慮 

し、省エネルギー対策を進めます。 

 

 

 

 

 

②  IoT 技術の積極的な活用 

ＩoＴ技術は年々進歩しており、国土交通省において上下水道ＤＸ技術カタログが公表

されるなど、水道事業に活用できる技術も増加しています。 

      ＩoＴ技術を導入した先進地事例などを参考に、事業の効率化と費用対効果などを検

証し、これら技術の導入及び活用について、研究や検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

〇 水道施設の設備更新時に高効率機器の導入 

〇 照明設備のＬＥＤ化 

【具体的取組】 

〇 効果的で効率性の高い漏水調査の研究  

（人工衛星データ及びＡＩ技術を活用した管路劣化診断、ドローンによる水管橋の

定期点検等） 

〇 スマートメーター導入についての研究 
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第６章 経営戦略 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第６章－1 投資の方針 

 

（１） アセットマネジメントの実施 

 

国が示しているアセットマネジメント「簡易支援ツール Ver.3」（令和７年４月）を活用し、

本市が保有する水道施設・管路などの資産について、中長期的な施設の健全度や更新需

要などを試算しました。 

その試算結果について、以下に整理し、計画期間中に必要となる更新整備費用など、投

資額の水準を決定していきます。 

   

①  資産の健全度 

水道施設・管路などの健全度について、次の判断基準を設定し、このまま更新せずに

使用し続けた場合の５０年間の健全度推移について、「構造物及び設備」と「管路」に分

けて算出しました。 

○簡易支援ツールによる健全度の判断基準 

名称 算式 

健全資産 経過年数が法定耐用年数以内 

経年化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍 

老朽化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超える 

 

a. 構造物及び設備  

現有資産（整備中の共同浄水場資産は除く）は約１5０億円あり、現状、健全資産がほ

とんどを占めていますが、令和１２年以降は、配水池など経年化資産が増加していく傾

向にあります。 
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ｂ. 管路 

現有資産（口径５０㎜以下の管路は修繕の対象とするため、更新の試算には含まない）

は約４９０㎞あり、現状、健全資産と経年化資産は、概ね同じ割合を占めており、経年化

資産を使用しながら事業を運営しています。 

令和１７年以降は、老朽化資産が急速に増加していく傾向にあり、事故等の発生リス

クが高まります。 

        

 

②  資産の更新需要 

今後、５０年間で発生する更新需要額について、法定耐用年数による更新と更新基準

年数による更新に分けて比較検討を行いました。 

 

a. 法定耐用年数による更新需要額（ケース a） 

構造物及び設備では約１７５億円、管路では約８００億円となりました。単年度あたり

では、構造物及び設備で約３．５億円、管路で約１６億円の更新需要額となります。これ

は令和６年度の給水収益約１２億円を超える金額となっています。 
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  ｂ. 更新基準年数による更新需要額（ケース b） 

更新基準年数とは、本市が定める水道施設耐震化基本方針に基づき設定した基準と

なり、以下の年数により、更新需要額を算出しています。法定耐用年数と比べると、そ

の年数は長くなっています。 

工種ごとの法定耐用年数と更新基準年数 

 

   ※管路の更新基準年数は、管種ごとに 40～80 年で設定しており、 

平均すると約 60 年となる。 

 

この基準に基づく更新需要額は、構造物及び設備で約１６５億円、管路では約４００億

円となりました。単年度あたりで考えると、構造物及び設備で約３．３億円、管路で約８

億円の更新需要額となります。 

ケース a とケース b の今後の更新需要額の推移を比べると、構造物及び設備では大

きな変化はありませんが、管路では、ケース a より緩やかな推移となっています。 

これは、更新基準年数が法定耐用年数よりも、更新ペースが長くなるため、５０年間

で見込まれる需要額が少なくなることを示しています。 

 

③  まとめ 

ケース a の場合、ケース b と比べて、短いペースで資産を更新することから、資産の

健全度が高い状態となります。この場合、事故等の発生リスクを抑制できますが、多額

の投資を要するため、早期の資金不足や赤字を招くおそれがあり、安定した経営を持続

することが困難となります。 

法定耐用年数 更新基準年数

50 50

60 60

45 60

15 20

15 20

40 60

機械

管路

工種

建築

土木

配水池《SUS》

電気
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一方、ケース b の場合、ケース a と比べて、資産の健全度は低い状態となりますが、

５０年間で見込まれる更新需要額は少なくなります。資産の健全度が低いため、事故等

の発生リスク増加の懸念はありますが、安定した経営を持続する観点から、更新需要額

についてはケース b を採用し、投資計画に反映することとします。 

 

（２） 投資計画の方針 

 

アセットマネジメントの実施による試算結果について、今後５０年間の資産の健全度や

更新需要額を示してきました。更新基準年数による更新需要額をまとめると、総額で約５

６５億円となりました。 

この場合、早期に更新基準年数を迎える資産が多いことから、前半の令和７年度から令

和２１年度にかけて更新需要額が偏在しています。この更新需要額に対応する投資を行う

場合、多額の資金が必要となることから安定した経営を持続することが困難となります。 

そこで、更新需要額を平準化して考えると、年間約１１．３億円となり、構築物及び設備

（建築、土木、電気、機械の分類）は約３．３億円、管路（送水管、配水本管、配水支管の分類）

は約８億円となりました。 

この更新需要額を必要な投資額の水準とし、計画期間中の主な投資事業として、配水

池等の耐震化や基幹管路や重要度・優先度の高い配水管の耐震化事業を進めることとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

百
万
円

実使用年数（更新基準）による更新需要

建築 土木 電気 機械 送水管 配水本管 配水支管

約１１．３億円/年

平準化

偏在

56



 

第６章－2 財政試算 

 

（１） 財政試算の算定方法 

 

試算期間は令和７年度から令和５６年度の５０年間とし、財政試算に用いる算定方法を

以下のとおり設定します。 

 

項目 算定方法 

収
益
的
収
支
 税
抜
  

収
入 

営
業
収
益 

料金収入 

（年間有収水量）×（供給単価）で算出 

年間有収水量：口径別の水需要予測に基づき設定 

供給単価：口径別の過年度実績の平均単価 

受託工事収益 過年度実績の平均値で一定 

その他 過年度実績の平均値に有収水量等の増減比を考慮 

令和８年度より共同浄水場の管理運営に係る負担金を計上 

営
業
外
収
益 

補助金 見込まない 

長期前受金戻入 （令和６年度までの取得済み分）＋（令和７年度以降新規発生分） 

取得済み分：固定資産台帳システムでの予定値 

新規発生分：建設改良費の財源をもとに償却計算（減価償却費の算定に

準じた設定） 

その他 過年度実績の平均値で一定 

特別利益 見込まない 

支
出 

営
業
費
用 

職員給与費 （基本給）１人あたりの平均年額×平均昇給率×予測職員数（２３人） 

（退職給付費）過年度実績の平均値で一定 

（その他）給料等との比率で求めた１人あたりの単価×予測職員数など 

平均年額：過年度実績の平均値 

平均昇給率：令和７年度の平均昇給率  

※令和７年度は予算値等で設定 

動力費* 

薬品費（経費のう

ちその他に計上） 

（単価）×（年間有収水量）で算出 

単価：「年間費用÷年間有収水量」×物価上昇率 

※「年間費用÷年間有収水量」の算出値は過年度実績の最大値 

年間有収水量：口径別の水需要予測に基づき設定 

修繕費・材料費 （修繕費）過年度実績の平均値×物価上昇率 

（材料費）修繕費に占める過年度実績の平均割合から算出 

減価償却費（固定

資産除却費含む） 

（令和６年度までの取得済み分）＋（令和７年度以降新規発生分） 

取得済み分：固定資産台帳システムでの予定値 

新規発生分：建設改良費をもとに償却計算 
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主な耐用年数の設定：構造物５８年、建物５０年、送・配水管４０年、 

機械・電気１６年 

※固定資産除却費は、過年度実績等から算出 

上記以外 過年度実績に対して物価上昇率を考慮 

※費用の性質によっては、物価上昇率を考慮しない 

営
業
外
費
用 

支払利息 （令和６年度までの既発行分）＋（令和７年度以降の新規発行分） 

既発行分：今後の償還予定額 

新規発行分：償還期間４０年（うち５年据置） 、元利均等償還、 

年利率 3.0％ 

その他 令和６年度実績値で一定 

特別損失 見込まない 

資
本
的
収
支
 税
込
  

収
入 

企業債 （建設改良費－企業債以外の財源）×起債率 

建設改良費：資本的収支、支出欄のとおり 

起債率：４０％以内 

他会計出資金 令和１０年度まで計画値や予測値とし、令和１１年度以降は見込まない 

他会計補助金 令和７年度は予算値とし、令和８年度以降は見込まない 

他会計負担金 令和６年度実績値で一定 

国（都道府県）補助金 計画値あるいは過年度実績の補助率等から算出 

工事負担金 計画値あるいは過年度実績値から設定 

上記以外 見込まない 

支
出 

建設改良費 第６章－１ （２）投資計画の方針で検討した投資額を基準として設定 

企業債償還金 （令和６年度までの既発行分）＋（令和７年度以降の新規発行分） 

既発行分：今後の償還予定額 

新規発行分：償還期間４０年（うち５年据置） 、元利均等償還、 

年利率 3.0％ 

他会計長期借入返還金 返還予定額 

上記以外 見込まない 

・物価上昇率は、総務省が公表する「２０２０年基準 消費者物価指数」の生鮮食品を除く総合指数１０８．７を採用。 

・過年度実績は、令和６年度以前の直近の３年間もしくは直近の５年間の平均値、または直近３年間の最大値を採用。 

・収益的収支の収入では、営業収益のその他について、令和１７年度以降は一定とした。 

・収益的収支の支出では、職員給与費について、令和１０年度以降は一定とした。また、動力費、薬品費、修繕費、材料費など 

の経費について、令和１７年度以降は一定とした。 

・資本的収支の収入では、工事負担金について、令和１１年度以降は一定とした。 

・資本的収支の支出では、建設改良費について、令和１８年度以降は一定とした。 
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（２） 財政計画の方針 

 

財政試算の算定方法により、令和７年度から令和５６年度までの５０年間の本市水道事

業の財政収支を試算しました。 

その結果、令和８年度に旧浄水場に係る固定資産除却費が多額に発生すること、また給

水人口減少等による給水収益の減少などにより、令和８年度以降、毎年度純損失が発生し、

料金回収率（給水に係る経費をどの程度給水収益で賄えているかを表した指標）は、

100％を下回って推移することとなりました。 

このような財政収支の悪化が見込まれたことから、健全経営の継続と将来を見据えた

財源確保を目指すこととし、計画期間中の財政計画については、収支均衡を図る方針とし

ます。 

 

 

 

 

 

第６章－３ 投資・財政計画 

 

投資・財政計画（６０・６１ページで示す収支見通し）は、本章で述べた投資や財政に関する方

針を踏まえ、計画期間の終了年度となる令和１７年度において、料金回収率が１００％以上とな

るよう、料金収入の増加を見込んだ計画とします。 

ただし、令和８年度の純損失となる要因は、当該年度のみ発生する旧浄水場に係る固定資産

除却費であり、当該費用が発生していなければ純利益を計上していたものと見込まれるため、

令和８年度は収支均衡が保たれているものと仮定した計画とします。 

なお、収支見通しの料金収入は、令和８年度から令和９年度の増加率が３６％となっていま

すが、これはシミュレーション値となります。水道料金の改定時期や改定率などは、今後、より

詳細な経営状況を把握・予測したうえで、検討していくこととします。 

年 度 R6 R1１ R１６ R２１ R２６ R3１ R３６ R４１ R４６ R51 R56 

料金回収率（％） 115 85 77 70 68 64 59 56 53 52 52 

R８以降１００％を下回る 
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第７章 推進体制 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第７章－１ ビジョンの目標実現に向けて 

  

 本市水道事業の抱える課題は多岐にわたり、その解決に向けた取り組みを市だけで実施す

ることは困難です。市民その他の水道利用者、民間事業者、他の水道事業者及び関係機関と連

携を図りながら、最大限の効果をあげられるように各種施策を推進する必要があります。 

 特に、水道事業の収益の大半は料金収入であり、市民その他の水道利用者は経営を支える重

要な役割を担っています。 

 市は積極的に情報提供を行い、市民その他の水道利用者は水道事業に対する理解を深め、

自らも経営に参画しているという認識で事業に関わっていかなければなりません。 

 

第７章－２ フォローアップ体制 

 

（１） 中間報告書の作成 

 

本水道ビジョンの中間年度にあたる令和１２年度に、課題に対する取組実績などの中間

報告書を作成するとともに、計画値と実績値に乖離が生じている場合には、その理由を

分析したうえで必要があれば本水道ビジョンの見直しを行います。 

 

（２） 経営戦略の見直し 

 

経営戦略は令和１２年度に中間見直しを行います。 

 

（３） 鳴門市水道事業審議会への報告 

 

本水道ビジョンの実施状況を鳴門市水道事業審議会に報告し、審議会委員のご意見を

伺いながら施策の見直しや目標の再設定を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 

計画策定 

鳴門市水道事業ビジョン 

Do 

事業実施 

具体的施策の推進 

Check 

評価分析 

指標分析・報告と意見聴取 

Action 

改善 

課題解決策の立案 

63



 
 

コラム： 未来へつなぐ、鳴門の「水」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳴門市の水道事業は、昭和７年に撫養町一円にはじめて給水を開始して以来、本市の

発展とともに幾多の拡張事業を経ながら歩み続け、安全で安定した水道水を市民の皆様

にお届けするという使命を胸に、事業を進めてまいりました。 

そして、私たちがこのたび策定した本水道ビジョン計画期間中の令和１４年には、事業

開始から１００周年という記念すべき節目を迎えることとなります。 

これまで水道事業を支え続けてくださった皆様のご尽力、そして市民の皆様のご理解

とご協力に、心より感謝申し上げるしだいです。 

１００周年に向かうこれまでの道のりは、決して平坦なものではなく、給水区域の拡張

に伴う管路網等の整備、施設の維持管理や更新、そして地震等に備えた災害対策など、

多くの課題がありました。 これらの課題の解消に向けて、一つひとつ真摯に取り組んで

くださった先輩職員をはじめ、本市水道事業に携わってこられた関係者の皆様のおかげ

により、現在まで水道水を供給し続けることができています。 

私たちは、これまで市民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵を、今後も市民の

皆様が引き続き享受できるよう、目指すべき理想像の実現に向けて、本水道ビジョンに

掲げる施策に全力で取り組みます。 
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第８章 資料集 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第８章－1 策定の経過 

 

〇本水道ビジョン（令和８年３月）策定まで 

年 月 日 内    容 

令和７年８月４日 
令和７年度第１回鳴門市水道事業審議会開催 

鳴門市水道事業ビジョンについて（諮問） 

令和７年１０月１６日 令和７年度第２回鳴門市水道事業審議会開催 

令和７年１１月２０日 令和７年度第３回鳴門市水道事業審議会開催 

令和８年１月１４日～令和８年２月１３日 パブリックコメント実施 

令和８年３月２５日 
令和７年度第４回鳴門市水道事業審議会開催 

鳴門市水道事業ビジョンについて（答申） 
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第８章－2 鳴門市水道事業審議会への諮問 
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第８章－3 鳴門市水道事業審議会からの答申 
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第８章－4 パブリックコメントの実施結果 

 

〇意見募集結果 

募集期間 令和 8 年 1 月 14 日 ～ 令和 8 年 2 月 13 日 

意見等提出者数 １ 人 

提出件数 ４ 件 

提出方法 E メール １通 

意見等の反映状況 

意見等を計画等に反映するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －件 

意見等が既に反映されているもの・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 件 

意見等を今後の参考とするもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 件 

意見等を反映する見込みのないもの・・・・・・・・・・・・・・ －件 

 

〇意見等の分類 

項  目 件  数 

計画全体 ４件 

第１章 水道事業ビジョン策定の目的 －件 

第２章 本市水道事業の概要 －件 

第３章 水道事業の現状と課題 －件 

第４章 理想像と目標の設定 －件 

第５章 施策目標と具体的施策 －件 

第６章 経営戦略 －件 

第７章 推進体制 －件 

第８章 資料集 －件 
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第８章－5 用語解説 

 

 本文中の「＊」印をつけた語句についての解説です。 

 

【あ行】 

・ＩoＴ（アイオーティー） 

Internet of Things の略で、家電製品や車、建物などさまざまな「モノ」がインターネットで繋

がり、情報のやり取りをすることで、「モノ」のデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付

加価値を生み出す。 

・アセットマネジメント 

水道アセットマネジメント（資産管理）とは、水道事業の持続可能性を実現するため、水道施設の

ライフサイクル全体（新設から更新・廃止まで）にわたって、中長期的な視点で効率的・効果的に管理

運営する体系的な活動のこと。 

・一般会計が負担すべき経費 

総務省から通知される地方公営企業繰出金において、上水道の出資に要する経費など、繰出し

の基準が示されており、この基準に基づき、地方公共団体の一般会計から繰り入れる経費のこと。 

・一般会計繰入金 

地方公共団体の一般会計から受け取る現金のこと。 

・飲料水兼用耐震性貯水槽 

地下に埋設されている貯水槽で、水道管と直結されており、普段は水道管の一部として絶えず水

が流れているが、緊急時には水道管との接続部分が遮断され、飲料水や消火用の水を供給する貯

水槽となる。緊急貯水槽ともいう。 

・おいしい水達成率 

カビ臭や塩素臭からみたおいしい水達成率を表す。カビ臭の場合は、年間最大濃度が水質基準

値以上の場合０％となり、カビ臭を発生させる物質が含まれないと１００％となる。塩素臭の場合は、

残留塩素濃度の年間最大値が０．８mg/Ｌ以上のとき０％となり、０．４mg/Ｌ以下のとき１００％となる。 

【か行】 

・簡易水道 

管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する水道のうち、給水人口が

１００人を越え５，０００人以下であるもの。 

・企業債 

建設改良費などに充てるために発行された借入金。 

・給水 

家庭や工場などの水道利用者に対して水を供給すること。 
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・給水管 

水道管のうち、道路に埋設されている配水管から分岐して各家庭などに水を送る管。給水管は

水道利用者の財産である。（参考：導水管、送水管、配水管） 

・給水区域 

水道事業者が事業を行う区域。区域内の需要者から給水の申し込みがあった場合、正当な理由

がない限り、水道事業者は給水を拒むことができない。 

・給水原価 

年間の経常費用（営業費用と営業外費用）から受託工事費や材料及び不用品売却原価、附帯事業

費、長期前受金戻入を除いたものを年間有収水量で除したもの。有収水量１㎥あたりどれくらいの

費用がかかっているかを表している。（参考：供給単価、有収水量） 

・給水栓 

蛇口などの給水管の末端に取り付けて水を出したり止めたりする栓のこと。（参考：給水管） 

・急速ろ過方式 

浄水処理方式のひとつで、砂や砂利などによるろ過と薬品処理を組み合わせた方式。現在、国内

で最も普及している。 

・供給単価 

年間給水収益を年間有収水量で除したもので、有収水量１㎥あたりの給水収益の額。（参考：有収水量） 

・緊急遮断弁 

揺れや水圧の異常を感知すると自動的に水道管を遮断する弁。配水池の出口部分に設置するこ

とにより、破損した管からの水の流出を防ぐとともに応急給水に必要な水を確保することができる。 

・緊急貯水槽 

災害等により水道管路等が被害を受け、断水となったとき、一定量の水道水を貯えることができ

る施設。（参考：飲料水兼用耐震性貯水槽） 

・緊急用給水栓 

消火栓や給水車に接続し、その場で蛇口から給水できるようにする装置。 

・繰入金 

地方公共団体の一般会計と特別会計、または特別会計間で現金を受け取ること。 

・繰延収益 

負債のうち、減価償却を行うべき固定資産の取得または改良に充てるために交付を受けた補助

金等のこと。取得した固定資産の減価償却費に対応する収益の前受金としての性質をもつ。（参考：

長期前受金戻入） 

・クリプトスポリジウム 

寄生性原虫でヒト、ウシ、ネコ等の動物に摂取されると、消化管の細胞に寄生して増殖し、糞便と

ともに体外に排出され感染源となる。水道事業では水源の上流にし尿、下水、家畜の糞尿等を処理

する施設がある場合に原水に混入する可能性が高くなり、塩素に対して極めて強い耐性があるた

め、水道水中に混入した場合、集団感染を引き起こす恐れがある。感染すると下痢などの症状がでる。 
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・経営戦略 

公営企業の中長期的な経営の基本計画。経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を目的とし

てすべての公営企業で策定するよう総務省から要請されている。 

・計画給水人口 

水道法第７条第１項に基づいて国への認可申請に添付した事業計画書に記載された給水人口。 

・減圧水槽 

配水池から配水する際に、高低差により水圧が高くなりすぎる箇所の水圧を調整するために設

けられた施設。（参考：配水池） 

・減価償却費 

建物や機械、車両などの長期にわたって使用する固定資産の取得費用を、その資産の使用可能

期間（耐用年数）に応じて分割し、毎年費用（経費）として計上するための会計処理上の費用のこと。 

・原水 

河川を流れている水道水の原材料となる水。 

・更新需要 

施設が使用可能な年数を超過し、更新する際に必要となる費用。 

【さ行】 

・最大カビ臭物質濃度 

給水栓（水道の蛇口）で測定されたカビ臭物質の最大濃度。 

・材料及び不用品売却原価 

工事材料などを自身の工事に使用せず、売却した場合の原価。 

・残留塩素濃度 

水道水中に存在する塩素の濃度。水道法で１L の水道水中に０．１㎎以上保持するよう定められている。 

・時系列傾向分析 

時間とともに変化するデータ（時系列データ）を分析し、将来の傾向を予測する手法。 

・資本勘定職員 

主に施設の建設改良に関わる職員で資本的収支から給与が支払われる。（参考：損益勘定職員） 

・資本金 

企業の経営における元手（資金）であり、会計上は、総資産額から総負債額を差し引いた残高のこと。 

・取水塔 

河川から水をくみ上げるために河川内に建設された施設。 

・受託工事収益 

委託を受けた工事を行い、その対価を受け取ることで発生する収益。 

・受託工事費 

委託を受けて行う工事にかかる費用。 

・浄水受水率 

年間配水量に占める浄水受水量の割合。浄水受水量は、水道用水供給事業から供給された浄水量のこと。 
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・浄水場 

河川の水や地下水などを浄化、消毒する水道施設。 

・剰余金 

企業の正味財産額のうち資本金の額を超過した部分であり、その源泉は、企業の営業活動によっ

て獲得した利益によるものと、資本金に属するもの以外の資本取引によって企業内に留保された

剰余によるものに分類される。 

・水質管理目標設定項目 

水質基準とはされていないが、水道水中で検出される可能性があるなど水質管理上、留意すべ

き項目として設定されている。法令上、検査は義務付けられてはおらず、事業体の判断で取捨選択

が可能であり、本市では全２７項目について検査を行っている。（参考：水質基準） 

・水質基準 

水道法第４条及び水質基準に関する省令により定められた水道水が備えておくべき５１項目の基

準。（参考：水質管理目標設定項目） 

・スペックダウン 

将来のサービス水準等の予測を踏まえ、更新後の施設・設備の性能（能力、耐用年数等）の合理化

を図る手法。 

・石綿セメント管 

セメントに石綿を混ぜてつくられたコンクリート製の管。軽量、安価、加工性が高いといった点か

ら昭和３０年代を中心に日本中の自治体で大量に水道管として用いられたが、強度面や耐震性に

劣ることが判明し、昭和６０年に製造が中止された。 

・接合井 

浄水場から配水池まで送水する途中で水圧の調整を行うために設けられた施設。（参考：浄水場、配水池） 

・送水管 

水道管のうち、浄水場でつくられた水を主要な配水池まで送る管。（参考：導水管、配水管、給水管） 

・損益勘定職員 

主に水道経営や施設管理に関わる職員で収益的収支から給与が支払われる。（参考：資本勘定職員） 

・損益勘定留保資金 

減価償却費などの「現金支出を伴わない費用」から「現金収入を伴わない収益」（長期前受金戻入

など）を差し引いた、実際に企業内に留保される資金。 

【た行】 

・耐震適合管 

地震の揺れに強い耐震管に加えて、埋設される地盤の状況を考慮した結果、耐震性があると評

価される管も含まれる。 

・ダウンサイジング 

施設を小規模化すること。施設の廃止や統合による規模縮小も含む。 
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・ダム直接・ダム放流 

ダム直接は、ダムの取水設備から直接水を利用することを指し、ダム放流は、ダムから利水目的

などで下流に放流された水を利用することを指す。 

・長期前受金戻入 

減価償却を行う固定資産を取得する際に交付された補助金等の財源を長期前受金といい、この

長期前受金を減価償却に合わせて収益化したもの。（参考：繰延収益） 

・導水管 

水道管のうち、河川などから取水した水を浄水場まで送る管。（参考：送水管、配水管、給水管） 

・動力費 

製造のための機械設備を動かすエネルギーにかかる経費。 

・特殊用 

水道料金算定の際に用いられる用途別区分のひとつで、建設工事用などで臨時的に利用される

もの。（参考：湯屋用） 

【は行】 

・配水管 

水道管のうち、主要な配水池から各家庭の前まで水を送る管。（参考：導水管、送水管、給水管） 

・配水池 

浄水場でつくられた水を貯留しておき、需要量に応じて各家庭に水を送るための施設。高低差を

利用し水を送るため、多くは山や高台に設置されている。 

・配水池有効容量 

配水池内の最高水位と最低水位の間の、実際に利用可能な水の容量のこと。 

・配水量 

浄水場から市内の各配水池に送られた水量。（参考：有収水量） 

・評価差額等 

資産の時価と帳簿価額との差額を指す会計上の用語で、主に貸借対照表の純資産の部に計上される。 

・表流水 

河川を流れる水。これに対して河床や河川敷の下を流れる水を伏流水という。 

・負債・資本 

負債は返済義務のある他人資本、資本は返済義務のない自己資本を指し、貸借対照表の右側に

計上される。 

・布設 

水道管などを設置すること。「敷設」とも書くが、水道法上では「布設」と表記されているため、本

水道ビジョンでは「布設」という表記で統一している。 

・附帯事業費 

水道事業に附帯して経営される事業にかかる費用。 
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・粉末活性炭 

特定の物質を分離、吸着しやすくなるよう処理を施した炭のうち粉状のもの。これに対して粒が

大きいものは粒状活性炭という。 

・法定耐用年数 

減価償却資産の使用可能な年数を法令で定めたもの。水道施設の法定耐用年数は地方公営企業

法施行規則により定められている。 

【ま行】 

・末端給水事業 

需要者の蛇口まで水道水を供給することを末端給水といい、この末端給水を行うことを目的と

した事業を慣用的に末端給水事業と呼ぶ。 

【や行】 

・有収水量 

水道料金徴収の対象となった水量。配水量との差は漏水や消火栓での使用量、工事などで使用

した水量である。（参考：配水量） 

・有収水量密度 

年間の有収水量（千㎥）を給水区域面積（ha）で除したもの。 

・有収率 

配水量に対する有収水量の割合。この率が高いほど、漏水が少なく、効率よく事業が行われてい

るといえる。（参考：配水量、有収水量） 

・湯屋用 

水道料金算定の際に用いられる用途別区分のひとつで、公衆浴場法に基づく一般公衆浴場で使

用するもの。公衆浴場という性質から一般用より安価な料金が設定されている。（参考：特殊用） 

【ら行】 

・累積欠損金 

剰余金で埋めきれなかった赤字の総額。 
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